
中央区私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金について 
（新制度移行幼稚園・新制度未移行幼稚園・認定こども園） 

 

令和元年１０月から開始となった幼児教育保育の無償化に加え、中央区では幼児教育の振興及び子育てを行う家庭

の経済的負担軽減を図るため、私立幼稚園に在籍する保護者に入園料等の補助をしています。 

以下の内容をご覧いただき、必要書類等のご提出をお願いいたします。 

 

１．補助対象者 

 ⑴ 園児と保護者が同一の世帯に属し、中央区に住所を有していること。 

 ⑵ 園児が新制度移行幼稚園（認定こども園含む）、新制度未移行幼稚園、幼稚園類似の幼児施設に在籍し、保護者 

が「保育料」「特定負担額（その他の納付金）」「預かり保育料」を納入していること。 

※ 国立大学附属幼稚園と国立大学附属特別支援学校幼稚部についても対象施設となります。 

 

２．補助額、補助金の内容 

種類 対象（要件） 補助金額 

「保育料」「特定負担額（そ

の他の納付金）」に対する補

助金 

⑴中央区に住所を有している３歳 

から５歳児まで。 

⑵新制度移行幼稚園（認定こども園 

含む）、新制度未移行幼稚園、幼稚 

園類似の幼児施設に在籍してい 

る園児。 

⑶施設等利用給付認定または教育・ 

保育給付認定を有していること。 

月額上限：１,８００円～６,２００円 

 

※家族構成・世帯の所得状況（区市町村民税所得

割額の合計）等の状況に応じて補助金額を算定し

ます。 

※【補助単価表】別表第 1 のとおり。 

 

預かり保育利用料に対する

補助金 

⑴中央区に住所を有している０歳 

から２歳児及び満３歳児まで。 

⑵保護者の労働又は疾病その他の 

事由により家庭において必要な 

保育を受けることが困難で保育 

の必要性があることを確認した 

第２子以降の０歳児から２歳児 

まで及び満３歳児の預かり保育 

料を納入した保護者 

《預かり保育を利用する満３歳児クラス》 

月額上限：１６,３００円（所得制限なし） 

※４５０円×預かり保育利用日数 or 月額上限１

６,３００円と比較して低い金額 

 

《預かり保育を利用する０歳から２歳児クラス》 

月額上限：４２,０００円（所得制限なし） 

 

※【補助単価表】別表第３のとおり。 

※ 特定負担額（その他の納付金）とは、教育・保育の質の向上のために必要な対価として幼稚園等が保護者から徴収

する金額を指します。具体的には「施設整備費」「冷暖房費」「保健衛生費」「教材費」などが該当します。 

なお、制服代、給食代、園バス代、遠足代などの実費負担に当たるものは対象外です。 

※ 令和５年１０月から、０歳から２歳児及び満３歳児クラスの第２子以降について、所得制限なく預かり補助 

対象となりました（国の「幼児教育・保育の無償化」とは異なる制度によるものです）。 

 

 



※ 別表１及び別表２における補助上限額は区民税所得割課税額により異なります。算定基準は以下のとおりです 

 

 

 

※ 補助金の支給にあたっては、保護者の方が各費用を幼稚園等に納入した後に補助金の交付を行います（償還払い方 

式）。 

 

３．提出書類 

提出書類は、各私立幼稚園等を通じて配布します。通園している園に書類をご提出ください。区に提出するよ

う指示があった場合には、郵送または持参してください。 

 ⑴ 中央区私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付申請書 兼 口座振替登録依頼書 

 ⑵ 請求書 

 ⑶ 園児在園証明書（園に発行を依頼してください。） 

 ⑷ 令和６年度課税（非課税）証明書または、年間収入申告書（※１） 

⑸ 勤務証明書、診断書、り災証明書その他の保育の必要性があることを証明する書類（※２） 

⑹ ひとり親であることを証明する書類（必要書類については、区にお問い合わせください。） 

 ※１ 令和６年 1月１日時点で中央区に住民登録がない方のみご提出ください。また、1 月 1 日時点で海外に在住 

していた方につきましては「年間収入申告書」等の収入を証明する書類を提出してください。 

※２ 第２子以降の０歳児から２歳児まで及び満３歳児の預かり保育を利用した場合に限ります。「保育を必要とす 

る事由」により、必要書類が異なります。下表から該当する書類を提出してください。様式については、区の 

ホームページからダウンロードできます。 

《提出対象者》保護者全員分 《有効期間》申請日前６ヶ月以内に発行されたもの 

 

＜保育を必要とする事由が確認できる書類＞ 

保育を必要とする事由 必 要 書 類 

就労 

月 48 時間以上 

従業員の方 

◇就労証明書 

・指定の書式で作成するよう就労先に依頼すること 

・就労先が複数ある場合は、１カ所につき１枚ずつ提出すること 

・派遣社員の方は、派遣先がわかる証明として労働者派遣契約書または就業条件明示書の写しを提出すること 

・育児休業から復職予定の場合は復職後速やかに提出すること 

就労 

月 48 時間以上 

・役員 

・自営業主 
・自営業専従者 
・家族従業者 

①◇就労証明書 

②事業を営んでいることを証明する書類 

・①は保護者が代表者である場合、保護者自身が記入すること 

・育児休業から復職予定の場合は復職後速やかに提出すること 

妊娠・出産 母子健康手帳の写し（表紙と分娩予定日の記載があるページの写し） 

・4 月分から令和６年 8月分補助額：前年度区市町村民税（住民税）を基に算出 

・9 月分から令和７年 3月分補助額：当年度区市町村民税（住民税）を基に算出 

 



保育を必要とする事由 必 要 書 類 

育児休業 

①◇就労証明書 

②◇受託証明書 

③◇育児休業届 

④母子健康手帳の写し（表紙と出生届出済の証明があるページの写し） 

・産前休暇開始日より前に施設利用を開始していた場合に限り、対象 

疾病・障害 
診断書の写し 

・病名、症状、回復見込み、日中にお子さんの保育が必要である旨が記載されていること 

介護・看護 

①◇介護・看護に関する申立書 

②介護・看護が必要な状況がわかる書類 

（診断書の写し、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写し（両面）など） 

災害復旧 
り災証明書 

・区にお問い合わせください。 

求職活動 

（求職活動中 

  または就労内定） 

①◇求職活動状況申立書 

②求職活動中または就労内定であることが客観的に確認できる書類 

（ハローワーク受付票、その他就労支援サービスの登録証、インターネット求人情報サイトの個人情報登録画面・

申込履歴画面、申込先からの採用内定通知など） 

・②は氏名や住所などが記載されていること 

学校等に在学・ 

職業訓練 

月 48 時間以上 

①◇在学証明書 

②学生証の写し 

・①は指定の書式で作成するよう在学先に依頼すること 

・在学先または訓練先は、学校教育法、職業能力開発促進法または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支

援に関する法律規定のものに限る 

 ※ 「◇」の必要書類については、区の書式をご利用ください。 

 

４．交付時期 

補助金の交付時期は以下を予定しています。 

期 支払対象月 振込予定 

上半期 ４月～９月分 １１月末 

下半期 １０月～３月分 ５月末 

※ 上記、振込予定日までに申請書に記載いただきました口座へ補助金を振り込みます。 

※ 給付の可否及び金額の決定につきましては、ご家庭に別途通知いたします。 

 

５．提出方法 

在園している幼稚園等を通じて、補助金請求関係書類を配布します。提出期限や提出方法については幼

稚園等の指示に従ってください。 

なお、途中入園等により、通園している園からご案内がない場合は、下記お問い合わせ先にご連絡くだ

さい。 

 

 

 
【問い合わせ先】 

中央区 福祉保健部 保育課 保育給付係 

〒104－8404 東京都中央区築地１丁目１番１号 電話：０３（３５４６）５４２２ 



【補助単価表】 
子どもの数の数え方（多子計算） 

対象世帯の条件 

１～６の世帯 

年齢を問わず、保護者都生計を一にする兄・姉等

を有する幼児 

 

＜別表第１＞ 

 対象世帯の条件 
補助単価（月額） 

第１子 第２子 第３子等 

１ 次のいずれかに該当する世帯 

 ア 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 

 イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律の規定による支援給付を受けている世帯 

 ウ ２の項のうちひとり親世帯等 

６，２００円 ６，２００円 ６，２００円 

２ 区市町村民税所得割非課税世帯又は３の項のうちひとり

親世帯等 
３，２００円 ６，２００円 ６，２００円 

３ 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額（世

帯構成員中２人以上に所得がある場合は、所得割課税額を

合算する。以下同じ。）が７７，１００円以下の世帯（２の

項に掲げる世帯を除く。） 

１，８００円 １，８００円 ６，２００円 

４ 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が２

１１，２００円以下の世帯（２の項及び３の項に掲げる世帯

を除く。） 

１，８００円 １，８００円 ５，６００円 

５ 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が２

５６，３００円以下の世帯（２の項から４の項までに掲げる

世帯を除く。） 

１，８００円 １，８００円 ５，０００円 

６ １から５までに掲げる世帯以外の世帯 １，８００円 １，８００円 １，８００円 

備考 

１ 本表において生活保護法の規定による保護を受けている世帯とは、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、 

出産扶助、生業扶助若しくは葬祭扶助の併給世帯又は単給世帯とする。 

２ 本表において中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立 

の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている世帯とは、生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、 

介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付若しくは葬祭支援給付の併給世帯又は単給世帯とする。 

３ 児童心理治療通所施設に通所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用する就学前児童の確 

 認は、各区市町村が交付する福祉サービス受給者証により行うものとする。 

   

 

 

 

 

 

 



＜別表第２＞ 

対象世帯の条件 

補助単価（月額） 

第１子 

 

第２子 

 

第３子等 

１ 次のいずれかに該当する世帯 

 ア 生活保護法の規定による保護を受けている

世帯 

 イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律の規定による支援

給付を受けている世帯 

 ウ ２の項のうちひとり親世帯等 

３１，９００円 ３１，９００円 ３１，９００円 

２ 区市町村民税所得割非課税世帯又は３の項の

うちひとり親世帯等 
２８，９００円 ３１，９００円 ３１，９００円 

３ 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割

課税額（世帯構成員中２人以上に所得がある場

合は、所得割課税額を合算する。以下同じ。）が

７７，１００円以下の世帯（２の項に掲げる世

帯を除く。） 

２７，５００円 ２７，５００円 ３１，９００円 

４ 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割

課税額が２１１，２００円以下の世帯（２の項

及び３の項に掲げる世帯を除く。） 
２７，５００円 ２７，５００円 ３１，３００円 

５ 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割

課税額が２５６，３００円以下の世帯（２の項

から４の項までに掲げる世帯を除く。） 
２７，５００円 ２７，５００円 ３０，７００円 

６ １から５までに掲げる世帯以外の世帯 
２７，５００円 ２７，５００円 ２７，５００円 

 備考 

１ 本表において生活保護法の規定による保護を受けている世帯とは、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、

出産扶助、生業扶助若しくは葬祭扶助の併給世帯又は単給世帯とする。 

２ 本表において中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている世帯とは、生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、

介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付若しくは葬祭支援給付の併給世帯又は単給世帯とする。 

３ 児童心理治療通所施設に通所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用する就学前児童の確

認は、各区市町村が交付する福祉サービス受給者証により行うものとする。 

 



＜別表第３＞ 

 

 

区分 

 

 

預かり保育料 

預かり保育事業の利用料 
認可外保育施設等（幼稚園型一

時預かり事業）の利用料 

 

 

 

１ 

 

 

毎年４月１日以降に満３

歳に達する第２子以降の

幼児（注１）（注２） 

 

 

補助単価（月額） 

１６,３００円 

補助単価（日額） 

４５０円 

預かり保育事業が十分でない

場合等は、認可外保育施設等

（幼稚園型一時預かり事業）の

利用料を預かり保育料の「補助

単価（月額）」を上限として加算

可能 

「補助単価（日額）」×「預かり保育の利用日数」

又は「補助単価（月額）」を比較して小さい金額 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

幼稚園型一時預かり事業

の幼稚園型Ⅱを実施する

私立幼稚園に受け入れら

れている０歳児から２歳

児まで（３歳の誕生日を

迎えた年度末までの間に

ある者を含む。）の第２子

以降の幼児（注１）（注２） 

 

－ 
補助単価（月額） 

４２,０００円 

※ 区が保育の必要性があると確認した幼児に限る。 

※ 第２子以降とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児に限る。 

 

＜算定例＞ 

預かり保育を月２０日利用した場合（預かり保育利用料：５００円／日）  

≪預かり保育給付額≫ 

（実利用料）             （給付限度額） 

５００円×２０日＝１０，０００円 ＞ ４５０円×２０日＝９,０００円 

→給付限度額の方が小さいため、９，０００円を給付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


